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１．リトアニアにおける社会保障関連の調査機関

　リトアニア（国会）は，1990年3月11日付けで『リトアニア国家として独立することに

関する法律』を可決し，ソ連邦から離脱することを表明した最初の（旧ソ連邦所属の）共和

国となったが，それと同時にソビエト的イデオロギーと決別し，西欧文化のイデオロギーと

結び付くようになったのである。市場経済メカニズムの発達に伴い，リトアニアでは社会保

障の分野で重大な課題が発生するようになった。それは以下の２点にまとめられる：

◎貧困層の極貧化の防止

◎恒常的に国家的保障・社会的保障を必要とする大量の住民層の保護

　経済の体制転換に伴って自然発生的に生ずる諸困難は別としても，住民の高齢化過程と関

連する諸問題が発生した。すなわち，それは心理的な性格をもつ諸困難である。国民の一部

にあっては，厳しい競争環境の中での就業に（心の）準備ができていないということが明ら

かになった。すなわち新しい経済状況に立ち向かうことができないということが明らかに

なった。

　1990年から1991年にかけて現れた数多くの困難を見過ごすことなく，早くも社会保障制

度の改革が始まったのである。それは，何よりもまず失業しその日の糧にも欠くような人々

への救援の要請であった。

　社会保障制度を効率的に改革するためには，まずもって，その転換の方向性を選択し，優

先順位を確定することが必要となった。この目的のためには，二つの基本的要因がもとめら

れた。

１．（社会保障制度改革のための）確固たる政治的意志

２．研究者の適切な陣容

　（ソ連時代における反体制民主化運動であった）『サーユディス運動』から派生した諸政党

の間では政策綱領に違いがみられたが，しかし，旧来の社会保障制度を改革すべしという政

治的意図は，それぞれの諸政党の見解の中で（共通に）形成されていた。

　（社会保障制度）改革のための研究者の陣容が徐々に形成されてきた。しかしここで留意

すべき点は，経済の体制転換を迎えようとしているわが国にあっては，研究基盤整備のため

の資金が慢性的に不足していたということである。（国外の）さまざまな国際機関が援助を

申し出てくれて，研究プロジェクトの遂行を資金的な面で部分的に，そしてしばしば全面的

に，まかなってくれた。

　社会保障改革の検討を行っていたリトアニア側諸機関としては以下のものを挙げることが

できる。

◎リトアニア共和国政府附属（中央）統計局。この国家機関の基本任務とは，現状を把握す

るために，また必要とされる改革（の領域）をあぶりだすことを可能ならしめるために，国

民生活のさまざまな側面からデータを収集することである。（中央）統計局が関心を寄せる

領域とは，人口，家庭と家計統計，労働市場，（分配）国民所得と支出（国民所得），社会保

障，教育，医療，環境，住宅，余暇およびその他の国民の欲求である。

◎リトアニア哲学・社会学研究所。この研究所の研究者は，ある国際共同研究プロジェクト
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に積極的に参加し，リトアニアにおける家族問題と出産に関する奥深い研究を行った。過去

数十年を対象とするリトアニアにおける家族史的側面からのこの調査は，リトアニアでは初

めての試みとなった。例えば内縁夫婦の問題とか，避妊問題などが初めて調査されたのであ

る。（この調査から）リトアニア政府の家族保護政策の策定にとって極めて貴重な素材が提

供された。

◎労働・社会問題研究所（所長：学士院会員Algis Sileka氏　－原注）。この研究所は，雇

用と失業問題など，社会保障にかかわる幅広い範囲の問題を調査している。

◎ビリュニュース大学労働社会学講座。この講座でリトアニア社会保障制度の機能に幅広く

精通しているのはLaimute Zalimiene女史である（参考文献の２を参照　－原注）。この講

座の研究者は貧困と社会政策の問題に深くかかわっている。

　上に述べた国立の研究機関のほかにも，社会保障研究の分野では，リトアニア人研究者が

非公式（非制度的）に連携して調査を行っており，多くの国際機関の調査計画に参加してい

る。このような研究機関（研究グループ）としてはまず何よりも社会政策連盟（会長は

Teodoras Medaiskis博士　－原注）を挙げるべきだろう。また確実で信頼のおける研究機

関としての名声を確立している市場経済研究所（所長はElena Leontiewa　－原注)も時折，

同様の調査を実施している。さらに著名な世論調査センターであるVilmorus社やBaltijos-

tyrimai社も同様の調査を行っている。

２．リトアニアにおける家族と出生率

（本節では以下の調査結果を引用しつつリトアニアの人口構成を考察する）

この研究計画の正式名称（報告書の正式名称）は

Fertility and family surveys in countries of the ECE region: standard coutry

report: Lithuania/ written by Vlada Stankuniene, United Nations, 2000. (Economic

Studies/Economic Commission for Europe)である。

（訳注。北大附属図書館，東北大附属図書館，神戸大学経済研究所に所蔵）

この調査は国連の欧州経済委員会（ＥＣＥ）が当該対象地域の人口活性力を調査する目的で

始められたものである。当該各国での調査は１９８９年から開始され，リトアニアでは１９

９３年から調査が開始された。（訳注。既にフィンランド・カナダ・オーストリア・ベル

ギー・エストニア・フランス・ハンガリー・ラトビア・ニュージーランド・ノルウェー・ポー

ランド・ポルトガル・スロベニア・スウェーデン・スイス・オランダに関する報告書が公刊

されており，北海道大学図書館に所蔵されている）

　リトアニアでこの調査を担当したのは，リトアニア哲学・社会学研究所の人口調査部（調

査リーダーはこの研究所の副所長のVlada Stankuniene博士である）であった。（原注。リ

トアニア語版の第一次報告書は1996 年にビリュニュースの同研究所で印刷されている）。

　調査の標準パターンはリトアニアの条件に対応して変更されており，標準質問項目の約三
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シチョフ期は国際政治では雪解け期とされているが，宗教政策では教会弾圧が強化された時

期にあたる）。

３．リトアニアの社会保障制度概観

リトアニアの社会保障制度は法律と行政的決定とによってそれぞれ運用されている。リトア

ニアの社会法律制度は以下の二つに分類される。

１．社会保険

２．社会的無償給付

この社会的無償給付はさらに以下の二つに分類される。

１．金銭給付

２．現物（サービス）給付（末尾の付録図を参照のこと　－原注）

　金銭給付は，賃金収入や社会保険給付あるいはその他の収入では基本的な生活上の必要を

確保できない人のために給付される。

　社会保険は，社会保障制度の中で最大項目であり最重要項目であり，被保険者に対して，

失業・疾病・出産・老齢化・身体障害およびその他の理由の場合に，十分な収入を保障する

ために用いられる。

　すべての勤労者は，強制的な（原文では義務的な）社会保障の対象となる。社会保障負担

金は積み立てられるのではなく，徴収された後に，老齢年金支給や身体障害者年金支給やそ

の他の支給のために支出される。1999年までにおいては，使用者は，社会保険基金（略称

ＳＯＲＤＡ）のために，従業員の名目賃金の30％相当分を（別に）納付しなければならず，

また従業員自身は，名目賃金の中から1％をＳＯＲＤＡに納付しなければならなかった。

2000年からは，この数字はそれぞれ31％と3％に増額された。

（訳注。100万円の名目賃金の従業員を雇う企業は，30万円を社会保険基金に納付しなけれ

ばならず，従業員は100万円の中から1万円を納付しなければならなかった。この段階で従

業員の手取り賃金は99 万円になる。さらに所得税が差し引かれる）

（訳注２。おそらくこの納付率の変更は2000年のある月からの変更であると思われる。官報

ではまだ確認していない）

４．リトアニアの年金制度

　1990-1991年の国家独立を経て，社会保障制度の初めての枠組が形成され，その遂行機関

が設立された。1995年には年金制度が改革され，国家年金保障法が成立した。この法律は

以下の三つの種類の基本年金を定めている。
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１．老齢年金

２．身体障害者年金

３．遺児年金および寡婦・男やもめ年金（注。遺族年金のこと）

（訳注。老齢年金支給開始年齢について。1994年12月31日までは，男子60 歳，女子55歳

であった。1995年以降は，男子については，毎年2か月ずつ引き上げることとし，女子に

ついては毎年4か月ごと引き上げることが上記法律で定まった。それゆえ段階的経過措置が

終了する15年後の2010年には，男子62.5歳，女子60 歳となる予定である。老齢年金は基

礎年金と加算年金の両者からなる。基礎年金は，定められた期間社会保険を納付している者

は全員が同額の給付を受けるものである。加算年金は，社会保険を納付していた期間の長さ

とその期間中の給与額に応じて計算されるものである。基礎年金額は，政府が算定する生存

可能最低収入（以下の表４に具体的金額が示されている）の110％とされる。

　身体障害者年金は重度の腎臓病や事故による四肢の欠損などの場合に支給され，介護が必

要な第１種身体障害者にあっては上記の基礎年金の150％相当分が，介護が必要でない第２

種身体障害者にあっては100％相当分が，パート労働など部分的に労働可能な第３種身体障

害者にあっては50％相当分が支給される。社会主義時代にあっては，全盲者であっても，特

殊な職場が用意され，健常者と同等の賃金が支給されていたので，身体障害者とは認定され

なかった。現在の状況はまだ調べが済んでいない。

　遺族年金の計算方法は，夫または妻が死亡した場合にそれまで受給していた老齢年金が計

算の基礎となるが，現役のまま死亡した場合には，もし死亡せず第二種の身体障害者になっ

たとしたら受けとれたであろう年金額が基礎となる。遺族はその金額の50％が遺族年金と

して受給できていたが，1997年以降に死亡した場合には，遺族はその20％のみを受給でき

るようになった。維持年金は両親のうちどちらかが死亡した場合に，上記と同じ想定年金額

の25％を受け取れるというものであり，子供が２人の場合もそれぞれ25％が受給できる。

ただし，子供が３人以上の場合は，総額50％で打ち切りとなり，平等に分割されるので17

％ずつとなる。

　上記の老齢年金・身体障害者年金・遺族年金の３種類の基礎年金は社会保障基金から支給

されるが，そのほかに，国家予算から支給される軍人年金・警察官年金・科学者年金・叙勲

者年金などがある。

　社会保障基金から支給される年金以外の社会保障としてまず疾病給付金がある。疾病休業

があると最初の２日分の給付金は企業が支払い，３日目分以降の給付金は社会保障基金が支

払う。支給割合は勤続年数等により差別化があり，必ずしも100％保障ではない。支給期間

には上限があり，それを経過しても復職できない場合には解雇となり，身体障害者年金の受

給対象者となる。もう一つ重要な社会保障は出産休暇である。これについては賃金100％が

保障され，社会保障基金から支給される。支給期間は出産前が70日（休日を含む），出産後

が56日である。育児休業手当は１年間に限って支給され賃金の60％が保障される。夫がこ

の権利を行使してもかまわない。死亡弔慰金は，生存可能最低収入の３か月分である）
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1999年末において，リトアニア国民の四分の一が各種年金受給者であり（約94 万人），年

金受給者の三分の二が老齢年金受給者である。

表１　老齢年金受給者数

1990 1995 1996 1997 1998

老齢年金対象者が全人

口に占める比率(％) 19.4 20.1 20.1 20.1 20.1

生産年齢人口千人当た

りの老齢年金受給者数 311 313 309 305 302

人口千人当たりの

老齢年金受給者数 176 178 177 176 175

出所）Statistikos Departamentas prie Lietuvos vyriausybes, Lietuvos socialine

raida,Vilnius,2000

　老齢年金支給総額は，年々，国家財政の負担となってきている。1998年ではＧＤＰの7.6

％にも達している。

表２　老齢年金支給総額とＧＤＰに占める比率

1993 1994 1995 1996 1997 1998

老齢年金支給

総額(百万リト) 571.1 1116.4 1568.5 2196.8 2690.9 3254.5

対ＧＤＰ比率(%) 4.9 6.6 6.5 7.0 7.0 7.6

出所）表１と同じ。

各種年金受給者の中で一番多いのは老齢年金受給者であり，国民の六分の一に達する。

表３　各種年金受給者数（千人）（年間平均値）

1990 1995 1996 1997 1998 1999

老齢年金受給者 656.2 656.8 655.3 651.0 648.0 644.6

身体障害者年金 111.3 139.2 147.0 152.2 158.8 165.9

遺族年金受給者 なし 5.6 27.3 88.2 172.9 188.7

　うち1995 年以前

　に死亡した遺族） なし なし なし 41.2 107.7 106.2

孤児・遺棄児童 59.0 49.7 47.8 44.1 40.7 36.9

軍人・警察官年金 1.2 2.5 2.4 2.2 2.0 1.9

出所）表１と同じ。
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（訳注。遺族年金制度は1995年から始まった。当初は1994年以前に死亡した家族には遺族

年金は支給されなかった。しかし1997年の7月から1994年以前に死亡した者の家族にも支

給されるようになった。1997 年7 月から始まった制度なので，受給者の年間平均値をとる

と，1998 年では倍増となっている）

（以下の表４から分かるとおり）年金支給額は増大傾向にあるにもかかわらず，平均賃金と

比較した年金支給額の水準は低下していることが分かる。

表４　生活水準の基本的指標と年金支給額

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

名目ＧＤＰ

（百万リト） 11590 16904 24103 31569 38340 42945 42650

実質ＧＤＰの

対前年変化率 ー16.2 ー9.6 3.3 4.7 7.3 5.1 ー3.0

物価上昇率(前年=100) 510.2 172.2 139.6 124.6 108.9 105.1 100.8

平均月収（税込み・リト） 166 325 381 618 778 930 1013

平均月収（手取り・リト） 128 251 363 467 577 684 739

最低賃金（月額・リト） 33 57 135 240 374 418 430

生存可能最低月収（リト） 30 50 69 91 111 123 138

基礎年金（月額・リト） なし なし 82 102 122 136 138

平均老齢年金支給額

　（月額・リト） 58 113 151 192 243 288 310

全国平均エンゲル係数 58.3 53.3 54.2 46.7 44.5 41.4 39.3

相対的貧困ライン（全国

平均月額消費額の50％） なし なし なし 226.2 248.6 276.7 274.6

貧困所帯率（％） なし なし なし 18.0 16.6 16.0 15.8

注）ＧＤＰの1998 年と1999 年のデータは推定額

注）『なし』は制度や概念が存在しなかったことを示す。

出所）表１と同じ

（以下の表５から分かるとおり）1993年では老齢年金支給額と身体障害者年金支給額はほぼ

同額であったが，1999年において，両者の間でかなりの程度の差別化が発生している。す

なわち最も上昇したのが老齢年金支給額であり，上昇が最も少ないのは孤児・遺棄児童手当

である。制度化が遅れた遺族年金・遺児年金についてみると，支給額は実質的には変化して

いない。

（訳注。遺族年金のうち1995年1月以前に死亡した者の遺族に対する年金支給が1997年か

ら始まったが，その支給額は1995年以降に死亡した者の遺族に対する年金支給額より相当

少なく，その結果1997年からの遺族年金支給額の平均値をおしさげている。この効果を除

けば，遺族年金支給額は実施的に変化していないといえる）
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表５　　月額平均の年金支給額（単位はリト）

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

老齢年金 55.7 108.3 147.0 189.0 239.9 286.2 309.1

身体障害者年金 53.8 104.3 139.3 176.9 221.9 260.9 278.9

遺族・遺児年金 なし なし 92.0 92.6 71.3 58.1 60.5

　うち1995 年1 月以前

　に死亡した者にかか

　わる遺族・遺児年金 なし なし なし なし 31.1 34.4 35.1

孤児・遺棄児童年金 50.5 96.0 102.6 122.7 150.0 174.6 183.1

軍人・警察官年金 57.9 111.9 125.8 149.9 179.7 208.3 216.2

注）遺族年金については表４の注を参照のこと

出所）表１と同じ

（以下の図５から）身体障害者年金受給者が増大傾向が現れ，しかもその半分以上は生産年

齢人口に属する人であることが分かる。

図５　1999年1月における身体障害者年金受給者の年齢別構成比（％）

縦軸：構成比

横軸：年代

　

子供が身体障害者であるとか，非常に子沢山であるとかの重大に理由によって勤労できず，

かつ社会保険から十分な給付を受けていない人物には対しては社会的無償給付が行われる。
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表６　国家予算からの年金受給や社会的無償給付を受けている人の数（千人）

1990 1995 1996 1997 1998 1999

社会的無償給付 23.7 44.6 50.3 52.0 53.9 56.0

国家予算年金 8.0 43.7 80.6 87.8 93.1 95.4

うち叙勲者年金 なし 1.9 1.9 2.0 2.1 2.5

　　科学者年金 なし 1.3 1.5 1.6 1.6 1.7

　　弾圧経験者年金 なし 34.0 70.9 77.4 82.3 83.6

　　将校年金 なし 6.4 6.2 6.6 7.0 7.5

　　特定人物年金 8.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

訳注）『特定人物年金』の内容は不明。『弾圧経験者年金』とは，旧ソ連時代，とくにスター

リン時代に弾圧を受け，投獄されたりシベリアの強制収用所送りになった者に対する国家年

金である。

出所）表１と同じ

　社会保障手当および家族手当・育児手当の受給者と支給総額は表７と表８が示すとおりで

ある。

表７　社会保障手当の受給者数と支給総額

受給者数（千人） 支給総額（千リト）

1995 1997 1998 1995 1997 1998

出産・介護手当 Ｘ Ｘ Ｘ 64006 139750 165402

うち出産手当 26.4 24.5 24.8 25536 52104 63144

　　新生児介護手当 20.8 20.7 19.3 38470 87646 102257

疾病手当 不明 621.3 648.5 74834 192986 221839

死亡弔慰金 38.4 38.2 36.6 11119 17343 20451

（訳注）出産手当と新生児介護手当を共に受給する者が多いので，受給者数の欄はＸとなっ

ている

（出所）表１と同じ。
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表８　家族手当と育児手当の受給者数と支給総額

受給者数（千人） 支給総額（千リト）

1995 1997 1998 1995 1997 1998

女子学生妊娠手当 0.2 0.4 0.35 60 76 76

出産祝い金 36.4 37.3 36.0 13483 27481 27004

家族手当 98.9 93.9 89.5 60202 101057 98375

育児手当 3.3 5.6 7.3 4057 14573 38055

国境警備兵の育児手当 0.2 0.1 0.1 254 156 223

孤児のための奨学金 0.8 1.6 1.7 1012 3498 7456

孤児・遺棄児童の

引き取りの際の一時金 0.3 0.5 0.6 402 1076 1245

３人以上の子供を養育

している時の家族手当 なし 42.3 44.3 なし 79269 81132

（訳注）家族手当と育児手当は生活困窮者に限定される。

出所）表１に同じ。

５．社会保障制度の構造転換の決定

　社会保障制度の構造転換に決定に関して，何らかのリトアニア的方法を策定するというこ

とは本質的に不可能である。なぜならば，社会保障制度はそれが実効的であるためには，民

主主義国家で受け入れられている形態に頼らざるをえないのであって，それをリトアニアの

法律的枠組に組み入れざるをえないからである。そしてそれは，それぞれの法律や法的決定

によって規定されていくのである。それゆえ，社会保障制度の構造転換の決定は大変に荷の

重いものであり，正統的な立法過程にのみ頼らざるをえないのである。法律の決定の一般的

手順は付録に示したとおりである。

　最近（訳注。1994年のこと），国会の与党が，年金法を改正して年金受給開始年齢を段階

的に引き上げようとしたことは，国会の野党の激しい反発を呼び，社会的な抗議行動をもた

らした。社会保障基金ＳＯＲＤＡが予算不足のために年金受給者に対してみずからの義務を

果たすことができなくなっているということが，事態を複雑にしていた。それゆえ政府も事

態を解決して選挙に際して，年金受給者に対して，基礎年金を若干引き上げる案か，ないし

雇用を拡大する案を提示しようとしたのである。この評判が悪かった（政府の）判断が，結

果として年金改革を開始することを可能にした。年金改革に反対する者は，政府はその活動

において最も大切な事柄を遵守せず，年金受給者を破局に追いやるような強盗のような仕事

を始めたと非難した。

　この論争の過程で，現場担当者と研究者がかなりの役割を果たした。彼らはこの問題を議

論する中で，うまいやり方，現実的な解決策を探さなければならなかった。研究者はこのよ

うな解決策を提案しうると信じるべきである。社会保障制度改革に関するテレビ討論会で，

社会政策連盟会長のTeodoras Medaiskis氏は改革の将来ビジョンを提示して，積極的に活

躍した。




